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変更後の用途地域境界凡例

【建物用途分類】

住宅

集合住宅

店舗併用住宅

店舗併用集合住宅

作業所併用住宅

業務施設(1,2)

商業施設(Ａ)

商業施設(Ｂ)

商業施設(Ｃ)

宿泊施設

娯楽施設(Ａ)

娯楽施設(Ｂ)

娯楽施設(Ｃ1,Ｃ2)

遊戯施設(Ａ)

遊戯施設(Ｂ1,Ｂ2)

商業系用途複合施設

官公庁施設

文教厚生施設(Ａ1,Ａ2,Ａ3,Ａ4)

文教厚生施設(Ｂ1,Ｂ2,Ｂ3,Ｂ4)

運輸倉庫施設(Ａ)

運輸倉庫施設(Ｂ1,Ｂ2)

重化学工業施設

軽工業施設

サービス工業施設(Ａ)

サービス工業施設(Ｂ)

家内工業施設

処理施設(Ａ)

処理施設(Ｂ)

処理施設(Ｃ)

農業施設

防御施設

N
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建物用途別現況図（扇島地区）　参考図

※川崎市保有の令和２年度都市計画基礎調査を使用したものです。


